
会員の皆様へ
令和３年４月１２日
スポーツハイツ
(株）スリーループ

日頃よりスポーツハイツをご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。

先日、政府より発表されました「まん延防止等重点措置」が東京都２３区等に４月１２日から

５月１１日まで適応されることとなりました。

この期間中の対応につき検討の結果、当スポーツハイツは通常営業といたします。

会員の皆様には引き続き、感染防止対策にご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

尚、今後の情勢によってさらなる変更があった場合は、随時ホームぺージおよびメールマガジン

にてお知らせいたしますので、ご確認くださるようお願いいたします。

【まん延防止等重点措置にともなう対応について】


